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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
八
十
二
号

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三

号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
者
に
対
す
る
性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止
等
に
関
す
る
規
定
に
定

め
る
事
項
に
関
し
、
事
業
主
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
百
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

第
２
の
８
の

の
ロ
の
①
中
「女
性
労
働
者
に
つ
い
て
の
み

」
の
下
に
「婚

姻
又
は

」
を
加
え
る
。

（２）

、

第
２
の

の

中
「定

年
年
齢
の
引
上
げ
を
行
う
に
際
し
て

厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
に
合
わ
せ
て
男
女
で
異

11

（２）

、

な
る
定
年
を
定
め
る
こ
と

。
」
を
削
り
、
同

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（２）

①
定
年
年
齢
の
引
上
げ
を
行
う
に
際
し
て

厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
に
合
わ
せ
て
男
女
で
異
な
る
定

、

年
を
定
め
る
こ
と

。

②
定
年
年
齢
の
引
上
げ
を
行
う
に
際
し
て

既
婚
の
女
性
労
働
者
に
つ
い
て
の
み

異
な
る
定
年
を
定
め

、
、

る
こ
と

。

第
３
の
１
の

の
ロ
中
「コ

ー

ス
別
雇
用
管
理
に
お
け
る

「総
合
職

」の

」
を
削
り
、
「又

は
採
用

」
を
「若

し
く

（３）
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は
採
用

昇
進
又
は
職
種
の
変
更

」
に
改
め
る
。

、
第
３
の
３
柱
書
き
中
「コ

ー

ス
別
雇
用
管
理
に
お
け
る
総
合
職
の

」
を
削
り
、
同
３
（
同
３
の

の
イ
を
除
く
。
）
中

（２）

「又
は
採
用

」
を
「若

し
く
は
採
用

昇
進
又
は
職
種
の
変
更

」
に
改
め
、
同
３
の

を
削
り
、
同

中
「
（事

業
主

、

（１）

（２）

が
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
つ
い
て

労
働
者
の
職
種

資
格
等
に
基
づ
き
複
数
の
コ

ー

ス
を
設
定
し

コ

ー

ス
ご

、
、

、
、

と
に
異
な
る
雇
用
管
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て

当
該
複
数
の
コ

ー

ス
の
う
ち
当
該
事
業
主
の
事
業
の
運
営
の
基
幹
と

、

な
る
事
項
に
関
す
る
企
画
立
案

営
業

研
究
開
発
等
を
行
う
労
働
者
が
属
す
る
コ

ー

ス
に
つ
い
て
行
う
も
の
に
限

、
、

る

。

）
」
を
削
り
、
「コ

ー

ス
別
雇
用
管
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て

総
合
職

」
を
「労

働
者

」
に
改
め
、
同

の
イ

、

（２）

中
「総

合
職
の

」
を
削
り
、
「又

は
採
用

」
を
「若

し
く
は
採
用
又
は
昇
進

」
に
改
め
、
「対

象
と
す
る
こ
と

」
の
下

に
「又

は
複
数
あ
る
採
用
又
は
昇
進
の
基
準
の
中
に

転
勤
要
件
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

」
を
加
え
、
同

の
ロ
を
次

、

（２）

の
よ
う
に
改
め
、
同

を

と
し
、
同
３
の

の
ハ
中
「支

社
等
で
管
理
職
と
し
て
の

」
を
「支

社
等
で
の
勤
務

」
に
、

（２）

（１）

（３）

「幹
部
と
し
て

」
を
「労
働
者

」
に
改
め
、
同

を

と
す
る
。

（３）

（２）
ロ

職
種
の
変
更
に
当
た
っ
て

転
居
を
伴
う
転
勤
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
又

、

は
複
数
あ
る
職
種
の
変
更
の
基
準
の
中
に

転
勤
要
件
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

。例
え
ば

事
業
主
が
新
た

、
、

に
コ

ー

ス
別
雇
用
管
理

（事
業
主
が

そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
つ
い
て

労
働
者
の
職
種

資
格
等
に
基

、
、

、

づ
き
複
数
の
コ

ー

ス
を
設
定
し

コ
ー

ス
ご
と
に
異
な
る
雇
用
管
理
を
行
う
も
の
を
い
う

。

）を
導
入
し

、
、

そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
を
総
合
職
と
一
般
職
へ
区
分
す
る
場
合
に

総
合
職
に
つ
い
て
は

転
居
を
伴
う
転

、
、
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勤
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
み
対
象
と
す
る
こ
と
又
は
複
数
あ
る
職
種
の
変
更
の
基
準
の
中
に
転
勤
要

件
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
こ
と

。
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